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［県内企業・団体の皆様へ］

対象

費⽤

⼿続き

性の��性に�する理�促�の
ため�師を��します�

�内�業・団体等が�員や地域��を��として開�する
研�・セミナー等で、�の�件に�当するもの。ただし、
国�び地��共団体が主�するものを�く。

  ①⿃��内で開�するもの 
  ②��者�が�ね10��上のもの    など

�師への�金�び��については�が負担します。
その他の��については��団体のご負担となります。
配布�料の��や�場��などは��団体でお願いします。

�師��をご希�される場�は、とっとり電�申�サービ
ス�は�HPに掲�の申�書により申�してください。
申�を受け付けましたら、��に向けた��等のため当�
よりご��させていただきます。

性の��性について�ぶために開�される�内研�や
セミナーへ、�師を�料で��します。お気軽にご相�ください。


